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手数料、使用料等の改正案に対する意見について 

 

 

本委員会は、手数料、使用料等に関する事項について、市長の依頼に基づき「日野市手数料、使用料等

の設定に関するガイドライン」を踏まえて会議を実施、委員会としての意見をとりまとめ、市長に意見及

び助言をするものである。 

 

令和 6年 6月 24日 

 

日野市長 大坪 冬彦 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

日野市手数料、使用料等検討委員会 

委員長 堀江 優子 

委員 河合 利春 

委員 比留間 文彦 

（※委員は五十音順） 
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1 議案 

本委員会にて審議した議案は、次の 3件である。 

 

議案 内容 

第 1号 都市計画証明手数料の改定案について 

第 2号 ナンバー紛失弁償金の改定案について 

第 3号 日野市手数料、使用料等の設定に関するガイドラインの改正案について 

 

2 意見内容 

各議案について検討した結果を以下に示す。市長はこの内容を参考とし、方針を決定されたい。 

 

議案 内容 検討結果 

第 1号 都市計画証明手数料の改定案について 
原案のとおり改定することが妥当

であると考える。 

第 2号 ナンバー紛失弁償金の改定案について 
原案のとおり改定することが妥当

であると考える。 

第 3号 
日野市手数料、使用料等の設定に関するガイドラ

インの改正案について 

原案のとおり改定することが妥当

であると考える。 

 

なお、審議した具体的な案は 8ページ以降のとおりである。 

上記の検討結果は「日野市手数料、使用料等の設定に関するガイドライン（令和 5 年 3 月 14 日最終

改正。以下、「ガイドライン」という。）」に基づき算定した事務経費、現行の手数料などから判断したも

のである。 

委員会の検討における意見は次項以降のとおりである。 
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3 各議案の詳細 

（１） 議案第 1 号 都市計画証明手数料の改定案について 

① 手数料の概要 

手数料を徴収す

る事項 
交付方法 当該事務の概要 

都市計画証明 
窓口交付 申請地が市街化区域及び市街化調整区域、地域地区、都市

計画施設等に含まれているかを証明するもの。 郵送交付 

※ 市街化区域及び市街化調整区域…既に市街地として形成され、又は市街化を進めるべきとしてい

る区域を「市街化区域」、逆に市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」という。 

※ 地域地区…用途地域や防火地域など、区域内の建築物の用途や容積率等の規制を適用することと

した区域をいう。 

※ 都市計画施設…都市計画に定められた道路、公園、下水道などの施設をいう。 

 

② 改正案の詳細 

手数料名 
現行額 

（円） 

改定額 

（円） 

差額 

（円） 

都市計画証明手数料（窓口交付） ３００ ４５０ ＋１５０ 

都市計画証明手数料（郵送交付） ４００ ６００ ＋２００ 

 

③ 改定理由 

⚫ 証明書の交付に係る経費として、1件当たり 2,965円（窓口交付）、4,009円（郵送交付）と

それぞれ発生している。現行の金額とは大きな乖離があり、見直しが必要である。 

⚫ 当該証明書は、主に特定の個人等の利益に供する目的で利用されるため、原則利用者に負担し

ていただくべきものである。 

⚫ ガイドラインに基づき、近隣自治体における金額の設定状況、激変緩和措置等の観点も踏まえ、

上記改定が妥当と考える。 

 

④ 委員会の意見総括 

⚫ 手数料の改定案については、ガイドラインに則って算出され、かつ近隣自治体の状況に鑑みて

も、適当であると考える。 

 

⑤ 委員の個別意見 

⚫ ガイドラインには激変緩和措置が定められており、現状では本件改定案にも適用をせざるを

得ない。一方で、本件のように、経費と手数料に大きな乖離があり、同一の利用者において

継続的な利用がない事務については、激変緩和措置の趣旨から考慮するに、適用は必須と思

われない。ついては、激変緩和措置の必要性は認められるものの、今後、ガイドラインにお

いて、事務の態様に応じて激変緩和措置を適用しないことができる余地を設けるなど、激変

緩和措置の在り方を再検討する必要がある。  
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（２） 議案第 2 号 ナンバー紛失弁償金の改定案について 

① 弁償金の概要 

弁償金を徴収する事項 徴収方法 当該事務の概要 

ナンバー紛失弁償金 廃車の窓口申告 原動機付自転車等の所有者は、その車体に取

り付けるべき標識の交付を受けなければな

らず、また、所有者でなくなった者は、その

標識を返納しなければならない。 

標識の交付を受けた者の故意又は過失によ

り、当該標識をき損又は亡失したときは、弁

償金として 150円を納めなければならない。 

(日野市市税条例 第 90条第 1項・第 6項・

第 8項) 

廃車の郵送申告 

 

② 改正案の詳細 

弁償金名 
現行額 

（円） 

改定額 

（円） 

差額 

（円） 

ナンバー紛失弁償金（廃車の窓口申告） １５０ ２００ ＋５０ 

ナンバー紛失弁償金（廃車の郵送申告） １５０ ２００ ＋５０ 

 

③ 改定理由 

⚫ 本件弁償金は紛失したナンバーの実費弁償としてのものであることから、ナンバーの購入費、

事務処理の人件費から算出されるべきものであるところ、その経費は 221円となった。 

⚫ 他の自治体の状況では、都内 26市においては 200円と設定している自治体が 15市と最多で

ある。 

⚫ これらのことから、上記のように改定することが妥当と考える。 

 

④ 委員会の意見総括 

⚫ 弁償金の改定案については、近隣自治体の設定状況、最終的な見直しから 20年以上が経過し

ており、その間の物価の上昇なども考慮すると、適当であると考える。 
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（３） 議案第 3 号 日野市手数料、使用料等の設定に関するガイドラインの改正案について 

① 改正案の概要 

⚫ ガイドラインにおける減免規定においては、子どもに係る経済的負担の軽減について言及がな

かったため、これを追記するもの。 

⚫ その他、誤字等の所要の修正を行うもの。 

 

② 改正案の詳細 

No. ページ 箇所 改正内容 

1 11 【原価算出の方法】表イ  不要なスペースの削除 

2 17 

～ 

18 

4 減額及び免除規定  子どもに係る減免に関する記述の追加 

 減免の検討に当たっては、類似施設との整合

性に配慮することを追記 

 減免制度に関する基本的な考え方に、総合的

な受益と負担の公平性等や、減免により実現

できる機会保障の限界と給付制度の考慮に

ついて追記 

 

3 20 ５ 施設に付帯する駐車場使用

料 （３）減免規定 

 駐車場の使用料においても、No.2 の趣旨を

準用する旨を追記 

4 24 ②総価算定方式  誤字及び計算式の誤りの訂正 

5 31 3 各施設における利用者負担

割合の現状 

 施設の変更・廃止を反映 

 

③ 改正理由 

⚫ 昨今の少子化及び子どもの貧困という社会課題に対応するため、子育てに係る経済的負担の軽

減という観点から、子どもの施設利用に係る使用料の減免についてガイドラインに明記するこ

とは必須である。 

⚫ 一方で、減免の適用にあたっては、ガイドラインが定める利用者負担の原則や、6次行革の背

景である財政的な制約、生活困窮世帯の子どもに対する減免に付随する機微情報の漏洩リスク、

全ての子どもを減免した場合に生じる逆進性、給付制度との制度代替・補完関係等も含め、様々

な要素を総合的に考慮することが求められる。 

⚫ また、庁内調査、26市調査結果からも、施設特性の観点から、全ての子どもを対象とした全施

設一律の減免を義務化することは適切ではないと考える現場、自治体が多いことも判明した。 

⚫ 以上により、子どもに対する減免は、その対象・水準も含め、各施設の特性に応じて個別に設

定するものとする。 

 

④ 委員会の意見総括 

⚫ ガイドラインの改正案については、子育ての経済的負担軽減に向けて前進するものであり、妥
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当なものと考えられる。 

 

⑤ 委員の個別意見 

⚫ 財政的な制約がある現時点においては当該改正案に賛成であるものの、将来的には、子ども利

用について一律的に免除となるべき。その使用料では維持できない、という場合には、当該施

設が公共サービスとして過剰である可能性があるし、激変緩和措置などの適用を外して適切な

収入を別に得ることで対応する方途もある。 

⚫ 生活困窮世帯のみを抽出して減免することは、実運用上大変な難しさがある。実例として、子

ども食堂では運営側から対象となる子どもに声をかけてしまうと、生活困窮世帯であることが

他の人に知られてしまうリスクが生じてしまう。 
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4 資料（抄） 

（１） 議案第 1 号 都市計画証明手数料の改定案について 
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（２） 議案第 2 号 ナンバー紛失弁償金の改定案について 
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（３） 議案第 3 号 日野市手数料、使用料等のガイドラインの改正案について 
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16 

 

 



17 

 

 



18 

 



19 

 

5 委員会 

（１） 委員会の開催経過 

日程 内容 

令和 6年 6月 3日 議案第 1号に係る診技検討 

令和 6年 6月 10日 
議案第 2号に係る審議検討 

議案第 3号   〃 

令和 6年 6月 14日～6月

24日 

（書面開催） 

報告書等の確認 

 

（２） 委員名簿 

敬称略、五十音順（◎委員長、○副委員長） 

役割 氏名 区分 

 河 合  利 春 公募市民 

○ 比 留 間  文 彦 公募市民 

◎ 堀 江  優 子 学識経験者 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年度日野市手数料、使用料等検討委員会 

手数料改正案等に関する意見書 

作 成 日：令和 6年（2024年）6月 24日 

作成：日野市手数料、使用料等検討委員会 

所管部署：日野市企画部企画経営課 

 

〒191-8686 

東京都日野市神明 1-12-1 日野市役所 

電話：042-585-1111（代表） 

 

ご連絡先 

電 話：042-514-8069（企画経営課） 

F A X：042-581-2516 

E-Mail：tokku@city.hino.lg.jp  
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